
議案第１７２号

   指定管理者の指定について

 さいたま市立谷田放課後児童クラブ等の指定管理者について、下記のとおり指定し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り議決を求める。

  平成３０年１１月２８日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

記 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 別紙のとおり 

 ⑵ 名 称 別紙のとおり 

２ 指定管理者に指定する団体 

 ⑴ 所在地 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 船戸 均 

３ 指定する期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 



（別紙） 

所 在 地 名   称 

さいたま市南区太田窪５丁目１０番６

号 
さいたま市立谷田放課後児童クラブ 

さいたま市浦和区常盤９丁目３０番９

号 
さいたま市立常盤放課後児童クラブ 

さいたま市南区南浦和１丁目１８番３

号 
さいたま市立大谷場放課後児童クラブ

さいたま市浦和区上木崎３丁目１１番

３３号 
さいたま市立上木崎放課後児童クラブ

さいたま市浦和区仲町４丁目７番６号 さいたま市立仲町放課後児童クラブ 

さいたま市南区南本町１丁目１８番１

３号 
さいたま市立南浦和放課後児童クラブ

さいたま市南区曲本４丁目７番６号 さいたま市立沼影放課後児童クラブ 

さいたま市南区辻６丁目３番２８号 さいたま市立辻放課後児童クラブ 

さいたま市浦和区北浦和２丁目１８番

３号 
さいたま市立北浦和放課後児童クラブ

さいたま市浦和区領家４丁目２０番１

号 
さいたま市立木崎放課後児童クラブ 

さいたま市南区大字太田窪２５００番

地１ 
さいたま市立善前放課後児童クラブ 

さいたま市浦和区本太４丁目３番３９

号 
さいたま市立本太放課後児童クラブ 

さいたま市浦和区領家７丁目２番１９

号 
さいたま市立針ヶ谷放課後児童クラブ

さいたま市浦和区大東３丁目１４番１

号 
さいたま市立大東放課後児童クラブ 

さいたま市南区文蔵４丁目１９番３号 

さいたま市立文蔵放課後児童クラブ 

さいたま市立文蔵児童センター 

さいたま市南区大字大谷口９９３番地

１６ 
さいたま市立大谷口放課後児童クラブ

さいたま市南区別所２丁目１５番６号 

さいたま市立浦和別所放課後児童クラ

ブ 

さいたま市立浦和別所児童センター 



さいたま市浦和区岸町４丁目１番２９

号 
さいたま市立高砂放課後児童クラブ 

さいたま市南区大谷場２丁目１３番５

４号 

さいたま市立大谷場東放課後児童クラ

ブ 

さいたま市南区鹿手袋４丁目１番１２

号 

さいたま市立浦和大里放課後児童クラ

ブ 

さいたま市浦和区岸町５丁目２０番４

号 
さいたま市立岸町放課後児童クラブ 

さいたま市浦和区東仲町２８番１５号 

さいたま市立仲本児童センター 

さいたま市老人福祉センター仲本荘 


